
令和５年度神奈川県教育委員会における障がい者活躍推進計画取組一覧

〔数値目標〕

項目 目標 実績 今後の方針

障がい者雇用率
2.7％
（令和６年６月１日時点）

2.59％（令和５年６月1日時点） 今後も積極的に採用を行う

〔取組内容〕

１推進体制の整備
（１）推進体制の整備

ア　担当職員の設置

平成31年４月に教育局副局長を「障害者雇用統括監」として障
がい者雇用推進の責任者に位置付けました。
また、総務室管理担当課長を「障害者雇用推進者」として選任し
ました。

・今後も「障害者雇用統括監」及び「障害者雇用推進者」を置き、
障がい者雇用を推進する。
・なお、令和３年度から、「障害者雇用推進者」を、スタッフ職であ
る専任の課長級職員（専任主幹）から管理職である管理担当課長
の兼任とした。

引き続き同様の取組を実施

（２）庁内検討会議の設置等

ア　「教育委員会障がい者雇用推
進会議」の設置等

教育局内の関係各課や県立学校長の代表等を構成員とする
「教育委員会障がい者雇用推進会議」を設置し、障がいのある
職員の働きやすい職場づくりや障がい者が能力や適性を発揮
できるような職種・職域の拡大や、様々な雇用形態などについ
て、検討します。

・令和５年７月、令和６年３月に開催（サポートオフィス、障がい者
雇用率、今年度の取組の報告、今後の雇用拡大等）

引き続き同様の取組を実施

イ　「障がい者の活躍推進に関す
る庁内検討会議」及び検討チーム
の設置等

全任命権者の人事担当課長及び関係課長で構成する「障がい
者の活躍推進に関する庁内検討会議」及び障がいのある職員
を構成員に含む検討チームを設置し、毎年度、取組状況を確
認・検証します。

・障がい者の活躍推進に関する庁内検討会議を開催し、取組状
況の報告を行うとともに、確認・検証を行った
・障がい者活躍推進計画に定着に関する目標を設定するため、目
標設定に対する意見をいただいた。
・検討チームを設置し、取組状況の報告を行うとともに、これに対
する意見をいただいた

引き続き同様の取組を実施

ウ　「障がい者活躍推進検討委員
会」の設置等

学識経験者や障がい者団体関係者等で構成する「障がい者活
躍推進検討委員会」を設置し、毎年度、取組状況等を報告する
とともに、委員会における意見を取組へ反映します。

・取組に反映するため、障がい者活躍推進検討委員会を設置し、
取組状況の報告を行うとともに、意見をいただいた
・障がい者活躍推進計画に定着に関する目標を設定するため、目
標設定に対する意見をいただいた。

引き続き同様の取組を実施

エ　職員アンケート等の実施
障がい者の活躍推進に向けた取組等について、障がいのある
職員やその上司、同僚、支援担当者等に対するアンケート、ヒア
リング等を実施し、意見を取組に反映します。

・取組に反映するため、障がいのある職員を含む検討チームを設
置し、取組状況の報告を行うとともに、これに対する意見をいただ
いた
・満足度を経年で経年で把握し、取組に反映するため、障がいの
ある職員に対するアンケートを実施した
・アンケート結果から、障がいのある職員同士の意見交換会を昨
年度に引き続き実施した

引き続き同様の取組を実施

（３）相談先の確保等

ア　「障害者職業生活相談員」の
配置

教育局及び障がいのある職員が５名以上いる所属に「障害者職
業生活相談員」を配置します。相談員は、障がい理解を深め、
障がいのある職員を適切に支援するため、「職場適応援助者養
成研修」や「個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者
を支援する者に対する研修」、「精神・発達障害者しごとサポー
ター養成講座」など、ハローワーク等が実施する研修を受講する
こととします。

・令和５年４月及び６月の定期異動をふまえ、障がいのある職員
が５名以上いる所属の副課長、副校長に新たに就任した者を選
任
・相談体制の充実のため、教育局においては、総務室管理担当課
長、教職員人事課の県立学校人事担当課長と専任主幹（小中学
校人事担当）に加え、教職員採用グループからも新たに選任
・新たに障がいのある職員が配置となる所属の管理者等につい
て、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を実施

適時適切な周知方法等を検討

イ　庁内相談窓口の設置

障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等
が相談できる窓口を総務室、教職員人事課及び各教育事務所
に設置します。相談者の意向等を踏まえ、必要に応じて、産業
医とも連携を図ります。

・総務室の他、教職員人事課及び各教育事務所に設置するととも
に、６月の障がい者雇用率調査時に、お知らせを配付

適時適切な周知方法等を検討

ウ　国等の機関における相談窓口
の活用

神奈川労働局に設置されている「職場適応支援者」による相談
窓口等についても、職員に周知し活用を促進します。

・６月の障がい者雇用率調査時に、お知らせを配付
・「職場適応支援者」を活用した支援を実施

引き続き同様の取組を実施

（４）障がい理解の促進

ア　全職員向け啓発資料の配付
等

全職員に対する意識啓発として、障がい者への対応や障がい
理解に関する内容を盛り込んだ啓発資料を配付します。

・６月の障がい者雇用率調査時に、全職員にお知らせを配付 引き続き同様の取組を実施

イ　管理監督者向け研修の実施
障がい者への対応や障がい理解に関する内容の研修を、所属
長（学校長を含む。）をはじめとする全ての管理職等に対し実施
し、さらに管理職等から各所属において職員研修を実施します。

・人権男女主任者研修会について、オンライン研修受講システム
にて開催した（令和５年９月～令和６年３月）。当該研修会の中で
「障がいの理解」研修を実施
・精神・発達障害者しごとサポーター養成講座について、県立学
校副校長には、新任を対象に令和５年11月に実施し、新任小中学
校教頭には、新任を対象に令和５年６～７月に実施
・６月の障がい者雇用率調査時に、所属長あて職場研修の実施を
依頼

引き続き同様の取組を実施

ウ　ｅ－ラーニングの活用

「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（ｅ－ラーニング
版。厚生労働省）」等を周知・活用し、障がいに係る基礎知識や
障がい種別に応じた配慮等に関する職員理解の促進を図りま
す。

・６月の障がい者雇用率調査時に、全職員に厚生労働省のＨＰを
紹介

引き続き同様の取組を実施

２　職務の選定・マッチング等
【行政事務職員】

ア　採用前面談の実施

採用前の合格者面談について、医師が同席するとともに、本人
が希望する場合には就労支援機関の職員等も同席して実施す
るなど、障がい者一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を踏
まえ、適した業務等を確認します。
また、県庁で働く具体的なイメージを持つことができるよう、先輩
職員による業務説明等の機会を設けます。

令和５年度合格者に対する面談を医師同席のもと、令和６年１月
に実施

引き続き同様の取組を行う

イ　管理監督者との面談の実施
採用後も、所属の管理監督者による年３回の面談等を通じて、
障がい者一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を確認し、業
務との適切なマッチングを推進します。

・人事評価に関する対話面接年3回実施することとしており、今年
度はそれぞれ6月・10月・3月に行うよう所属へ周知し、順次面接を
実施

引き続き同様の取組を行う

今後の取組方針大区分 中区分 小区分 取組内容 取組実績



今後の取組方針大区分 中区分 小区分 取組内容 取組実績
【行政事務職員以外の職種】

ア　採用前面談の実施
採用前の合格者面談について、本人が希望する場合には就労
支援機関の職員等の同席の下、障がい者一人ひとりの障がい
特性等を十分確認します。

・令和５年度合格者に対する面談を適宜実施
・新たな取組として、学校技能員の合格者に対して、業務のイメー
ジを持つことができるように先輩職員との意見交換の設定

引き続き同様の取組を行う

イ　管理監督者との面談の実施
採用後も、所属の管理監督者による面談等を通じて、障がい者
一人ひとりの障がい特性等を十分確認します。

・各所属において、適宜実施 引き続き同様の取組を行う

３　職場環境の整備

ア　施設の整備
障がい特性に配慮し、多目的トイレ、スロープ、エレベーター、
休憩室等の施設を整備します。

・「新まなびや計画」において、県立学校のみんなのトイレの整備
やエレベーターの設置など環境整備に取り組むとともに、障がい
のある生徒や教職員の状況に応じた対応を実施

関係所属に情報提供し、順次改善を
検討

イ　就労支援機器等の整備

就労支援機器等の整備
音声読み上げソフトや画面拡大ソフト等の就労支援機器や、
リーディングアシスタント等の補助者の配置など、障がい特性を
踏まえた体制整備を推進します。

・今年度合格者において、就労支援機器等の整備が必要な合格
者はいなかった。

引き続き同様の取組を行う

ウ　「就労パスポート」の活用
本人が希望する場合には、「就労パスポート」の活用等により、
就労支援機関等と障がい特性等についての情報を共有し、適
切な支援や配慮を講じていきます。

・サポートオフィスのチャレンジ雇用採用者について、ステップアッ
プに向けて、自己理解を深めるために活用している。

引き続き同様の取組を行う

エ　管理監督者との面談の実施に
よる合理的配慮

所属の管理監督者による面談等を通じて、障がい者一人ひとり
の障がい特性や能力、希望等を確認し、働きやすい職場環境の
整備に向けて、合理的配慮の提供を行います。
また、療養休暇など服務関係の諸制度等を有効に活用できるよ
う、適切な助言等を行うとともに、必要に応じて作業マニュアルの
作成等を行うなど、働きやすい職場環境の整備に向けて、合理
的配慮の提供を行います。

・人事評価に関する対話面接年3回実施することとしており、今年
度はそれぞれ6月・10月・3月に行うよう所属へ周知し、順次面接を
実施

引き続き同様の取組を行う

４　職員の採用・育成等
（１）障がい者採用の取組

ア　募集案内時の対応

県のホームページに職員採用に関する募集案内等を掲載する
際には、ウェブアクセシビリティ の確保を図ります。
また、入庁後に従事する職務の具体例を示すなど応募者が働く
イメージを持ちやすいよう工夫するとともに、障がい者団体を通
じた周知を行うなど、障がい者が必要な情報を得られるよう対応
します。

・ウェブアクセシビリティの確保について、職員採用に関する募集
案内等を掲載する際には、ウェブアクセシビリティを確保するた
め、PDFファイルの他、音声読み上げに対応したWordファイル等を
添付した。
・応募者が働くイメージを持ちやすいよう、障がいのある職員にヒ
アリングを行い、教育委員会ホームページ内に障がいがある職員
の活躍事例を掲載（小中学校事務職員、司書及び学校技能員）
・職員採用に関する募集案内について、障がい者団体が閲覧可
能なホームページ（掲示板）へ掲載
・サポートオフィス職員の募集にあたっても同様の対応を実施

引き続き同様の取組を行う

イ　採用選考時の対応
拡大印刷や点字、筆談、手話通訳者による対応のほか、面接時
に就労支援機関の職員等の同席を可能とするなど、採用選考
の実施にあたり、必要な配慮を行います。

・令和５年選考の募集案内に合理的配慮が可能な旨を記載し、申
し出に応じて配慮を実施
・サポートオフィス職員の募集にあたっても同様の対応を実施

引き続き同様の取組を行う

ウ　「神奈川県教育委員会サポー
トオフィス」の設置

令和２年度から、「神奈川県教育委員会サポートオフィス」を設
置し、「チャレンジ雇用」や「働きやすさと定着を意識した雇用」
による会計年度任用職員等、多様な雇用形態により、障がい者
雇用を実施していきます。

・令和５年度は、会計年度任用職員として合計212名を採用（令和
６年３月31日現在）。

引き続き同様の取組を行う

エ　特別支援学校等の生徒の実
習受入れ（インターンシップ）

今後、「神奈川県教育委員会サポートオフィス」等において、特
別支援学校等の生徒を対象に実習の受入れを検討していきま
す。

・高校１名、インクルーシブ教育推進校２名、特別支援学校14名、
計17名の実習を受け入れた。

引き続き同様の取組を行う

（２）キャリア形成に向けた取組

ア　研修を通じた能力向上

【教員等】
県立総合教育センター、各教育事務所、各市町村教育委員会
が実施する研修や、校内研修等を通じて、教員等としての資
質、専門性の向上を図ります。
【教員等以外の職員】
職員キャリア開発支援センターの研修や、各局主体の専門研修
等を通じて、実務能力や専門性の向上を図ります。

【教員等】
県立総合教育センター、各教育事務所、各市町村教育委員会が
実施する研修等を実施した。
【教員等以外の職員】
職員キャリア開発支援センターの研修や、各局主体の専門研修
等を実施した。

開催方法を工夫して実施する

イ　研修受講にあたっての配慮
視覚障がい者について資料を点字化するなど、研修受講にあた
り必要な配慮を行います。

令和５年度は、次のとおり対応等を行った
【教員等】
　＜聴覚障害者向け＞
・手話通訳者、要約筆記者の派遣及び配信動画の手話対応
　＜視覚障害者向け＞
・資料データの事前送付、所内誘導、座席の配慮等を実施
【教員等以外の職員】
　＜聴覚障害者向け＞
・サポートオフィスの学校業務サポーター研修において、手話通訳
者の派遣
【共通】
障がいのある職員同士の意見交換会において、手話通訳者及び
要約筆記者を派遣

個別ニーズも確認しながら引き続き
同様の取組を行う

（３）多様で柔軟な働き方の推進

ア　テレワークの活用等
テレワークや拡大時差出勤の活用など、多様で柔軟な働き方を
推進します。

令和５年４月に服務規程を改正し、育児・介護をする職員を対象と
したフレックスタイム制度を導入するなど、多様で柔軟な働き方を
推進した。

個別の状況も確認しながら引き続き
同様の取組を行う

イ　年次休暇等の取得促進
ワーク・ライフ・バランスの実現等を図るため、年次休暇等の取得
を促進します。

令和５年12月に、年次休暇の取得促進に配慮するよう各所属宛
事務連絡を発出し、推進した

引き続き同様の取組を行う

（４）人事異動等における配慮

ア　障がい特性等を踏まえた人事
異動

所属の管理監督者による面談等を通じて、障がい者一人ひとり
の障がい特性や能力、希望等を確認します。
その上で、人事異動にあたっては、合理的配慮の提供を行いま
す。特に業務内容が多岐にわたる行政事務職員の人事異動に
あたっては、業務との適切なマッチング等も図ります。

令和５年４月、６月定期異動の際には、所属管理監督者による面
談等を通じて、特性、能力、希望等を確認し、これらを考慮した上
で人事異動を実施

引き続き同様の取組を行う



今後の取組方針大区分 中区分 小区分 取組内容 取組実績
５　優先調達等

ア　障がい者就労施設等への発
注等

優先調達推進法に基づく障がい者就労施設等への発注や、か
ながわ障害者雇用優良企業に認証されている企業等に対する
競争入札参加資格の等級格付の際の加点等の取組を通じ、障
がい者の活躍の場の拡大を推進します。

・優先調達推進法に基づく障がい者就労施設等への発注
　令和５年度調達目標額（随意契約）　 180,000千円（全任命）
　　　　　　　　　　　　実績額（随意契約）　185,252千円
・かながわ障害者雇用優良企業に認証されている企業等に対す
る競争入札参加資格の等級格付の際の加点等の取組
　令和元年度から取組実施中。（神奈川県物品等に係る競争入札
参加資格者格付要項）

引き続き同様の取組を行う


